
第６回 西区協議会 

日時：令和３年11月25日（木） 

午後１時30分～ 

会場：舞阪協働センター１階 ホール 

次  第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

(1) 協議事項 

第10号 浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例

（案）の パブリック・コメントの実施について 

４ その他 

(1) 地域課題について意見交換 

(2) 今後の開催予定 

５ 閉 会 

①



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例

（案）のパブリック・コメントの実施について

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

背景：新型コロナウィルス感染症拡大に伴う風評被害や誹謗

中傷、ワクチン接種にかかる差別などの人権侵害が報

告されている。また、多文化共生都市を目指す浜松市

の外国人市民や、性的マイノリティの方への誤解や偏

見の解消が、社会的な課題となっている。 

目的：課題の解決を図るため、人権を尊重し、人種、国籍、

障がいの有無や性的指向などの多様性を認め合う、不

当な差別や偏見のない社会づくりを進めることを目

指す条例を制定する。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

既存の人権施策推進計画や人権施策推進審議会を体系化

し、浜松市が多様性に配慮した都市であることを示し、人

権施策への取り組みを進めていく条例とする。

（１）人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくりの

推進に関する基本理念を定める

（２）市及び市民等（市民及び事業者）の責務を明らかに

する 

（３）国籍等による差別の解消 

（４）性的指向又は性自認の不当な差別的扱い等の禁止 

（５）不当な差別的扱いの禁止（（３）、（４）以外のもの）

（６）教育及び啓発 

（７）市の基本的施策（浜松市人権施策推進計画）の策定、

年次報告、調査研究 

（８）浜松市人権施策推進審議会設置 

（※制定済みの人権施策推進審議会条例の取込み）

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

パブリック・コメント実施（案の公表、意見募集） 

令和 3年 11 月 15 日～12 月 14 日 

市の考え方公表時期 令和 4年 1月予定 

施行時期      令和 4年 4月 1日予定 

担当課 福祉総務課 担当者 白柳 寿明 電話 457-2031 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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